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輸出額推移
（単位：億円）

輸出量推移
（単位：KL）

出所：財務省「貿易統計」を基にジェトロ作成
(2026年3月現在）

注1：ワインは、スパークリングワインも含む。
注2：リキュールは、コーディアル、梅酒ならびに果実酒を含む。
注3：発酵酒は、発酵酒（例えばりんご酒、なし酒及びミード）並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物を意味する。
注4：その他は、チルアルコール、変性アルコール、リキュール・泡盛・焼酎以外の蒸留酒を含む。

 日本酒は2021年から減少傾向にあり、2025年は輸出額で約48.2億円へ減少（前年比5.7％減）。

 一方、ウイスキーは2020年より増加傾向にあり、2025年は輸出額で約11.6億円へ減少しつつも、
輸出量では約306KLへ増加（前年比59.7％増）。

種別 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 前年比

日本酒 17.1 18.3 22.8 26.3 28.0 37.7 39.4 61.8 93.1 71.2 60.2 51.2 48.2 5.7%⇩

リキュール 4.8 5.2 7.0 7.3 8.5 10.2 10.9 20.1 22.7 13.8 12.1 12.9 12.3 4.8%⇩

ウィスキー 0.8 1.8 3.5 3.3 2.2 3.0 3.6 6.7 17.9 17.3 7.7 19.8 11.6 41.3%⇩

ビール 1.7 2.5 3.1 3.2 3.7 3.4 4.2 4.6 5.5 6.2 8.0 9.7 9.3 3.6%⇩

その他 0.7 0.8 0.7 1.0 1.3 1.3 2.5 3.8 3.9 4.0 3.4 6.8 8.2 21.4%⇧

ワイン 0.1 0.1 0.2 0.3 3.0 1.0 0.6 1.0 2.1 1.8 1.2 1.2 1.2 1.1%⇧

発酵酒 0.2 0.6 1.0 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 1.6 0.9 1.1 0.8 1.0 28.8%⇧

泡盛 - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.6 0.8 23.1%⇧

焼酎 2.8 1.7 1.0 1.0 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.2 0.1 0.1 0.2 56.4%⇧

合計 28.3 31.1 39.3 43.0 48.0 58.2 62.6 99.8 147.6 116.0 94.5 103.1 93.0 9.9%⇩

種別 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 前年比

ビール 1,198 1,506 1,722 1,678 1,812 1,620 1,871 2,229 2,482 2,957 3,522 5,075 4,700 5.7%⇩

日本酒 1,716 1,613 1,745 1,877 1,807 2,097 1,926 2,629 3,243 2,717 2,328 2,015 2,030 0.7%⇧

リキュール 692 849 911 939 1,209 1,725 1,828 2,902 3,290 2,561 2,207 2,587 2,372 8.3%⇩

その他 262 350 231 317 364 456 903 1,220 1,434 1,534 1,595 3,265 3,130 4.2%⇩

発酵酒 111 289 507 335 259 364 234 372 523 255 222 123 122 0.5%⇩

ウィスキー 23 44 94 92 63 85 109 138 214 194 106 192 306 59.7%⇧

泡盛 - - - - - - - - - 56 54 51 64 26.6%⇧

焼酎 336 220 146 141 111 111 119 124 129 38 32 29 44 50.7%⇧

ワイン 4 5 18 16 19 10 18 55 59 29 29 30 22 26.5%⇩

合計 4,342 4,877 5,373 5,394 5,643 6,470 7,009 9,670 11,373 10,340 10,094 13,368 12,791 4.3%⇩

１． 香港の市場動向

① 日本からの対香港輸出推移
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HSコード 主要品目 金額 構成比 前年比

 2208 蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 6,580,415 45.62% 1.48%

 2204 ワイン 6,531,929 45.29% 0.97%

 2203 ビール 971,731 6.74% 0.57%

22060022 日本酒 194,669 1.35% 33.18%

 2206 その他の発酵酒 135,883 0.94% -4.71%

 2207 エチルアルコール 8,491 0.06% -23.41%

 2205 ベルモットその他のぶどう酒 699 0.005% -57.69%

14,423,817 100.00% 1.01%アルコール飲料合計

 輸入額では、蒸留酒とワインはそれぞれ約45％を占め、日本酒と他の発酵酒は3％未満
程度。

 なお、輸入額で7％未満のビールは、輸入量では約68％を占める。

出所：香港統計局
“Hong Kong External Merchandise Trade” 

(2026年3月）

2025年 香港におけるアルコール飲料の輸入実績
(単位：1,000香港ドル)

◆ 2025年に香港へ輸入されたアルコール類は、144億2,382万香港ドル。

◆ ウィスキー、リキュール等を含む蒸留酒は約45.62%を占め、2年続けてワインを上

回っている。

◆ その他の発酵酒に一部日本酒が含まれるため、日本からの輸出額と一致しない。

日本酒の日本からの対香港輸出金額は48.2億円（前年比で5.7%減）で、約

245,750千香港ドルとなり、アルコール飲料全体の1.7％となっている。

１． 香港の市場動向

② 香港におけるアルコール飲料の輸入
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１． 香港の市場動向

② 香港におけるアルコール飲料の輸入

 輸入額では、茅台酒（中国貴州省産白酒）など高級蒸留酒の多い中国が約３割、ワ
インの多いフランスが約２割を占め、輸入量ではビールが多い中国が５割以上を占める。

 日本産について、金額シェアでは約3.3％、数量シェアでは約6.6％程度。

2025年【金額ベース】 2025年【数量ベース】
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出所：香港統計局
“Hong Kong External Merchandise Trade” 

(2026年3月）



１． 香港の市場動向

③ 近年の輸入額動向（ビール）

 アルコール飲料輸入量で約68％を占めるビールについて、中国は金額シェアで約7割、数量シェアで
5割以上であり、２位の韓国をはるかに超えている状態。

 中国・韓国に続く３位の日本について、2021年より増加し、2025年は1億695万香港ドルへ増加
（前年比20.60％増）、6,571KLへ増加（前年比約7.28％増）。

（単位：KL、1,000香港ドル）

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

中国 49,975 270,183 60,784 333,408 79,749 432,636 73,911 403,983 89,836 545,083 21.55% 34.93% 69.30% 56.09%

韓国 38,982 255,104 38,943 257,010 41,637 310,111 35,020 268,908 16,693 122,500 -52.33% -54.45% 12.88% 12.61%

日本 3,330 50,959 3,812 52,063 4,457 70,669 6,125 88,682 6,571 106,952 7.28% 20.6% 5.07% 11.01%

イギリス 772 11,878 439 6,352 608 8,318 3,504 45,098 3,118 54,038 -11.01% 19.82% 2.40% 5.56%

ベトナム 9,526 46,540 4,339 27,899 1,951 21,119 5,216 50,358 5,193 47,384 -0.44% -5.91% 4.01% 4.88%

タイ 2,277 16,851 2,055 14,595 2,070 15,369 1,971 15,108 2,166 15,920 9.90% 5.37% 1.67% 1.64%

アイルランド 3,128 32,096 4,151 40,800 2,867 29,386 432 7,447 473 13,083 9.45% 75.68% 0.36% 1.35%

ドイツ 1,625 15,759 1,991 20,913 1,571 18,604 1,058 12,062 978 12,944 -7.59% 7.31% 0.75% 1.33%

オランダ 7,651 47,153 3,408 29,538 1,603 20,651 1,159 14,365 859 10,217 -25.89% -28.88% 0.66% 1.05%

台湾 492 7,780 484 6,876 344 5,671 417 7,139 409 6,385 -2.06% -10.56% 0.32% 0.66%

全体 140,314 893,567 135,808 899,417 143,891 1,006,610 133,472 966,221 129,641 971,734 -2.87% 0.57% 100.00% 100.00%

2021年 2022年 2023年 2024年 前年比 構成比2025年

220300 - BEER MADE FROM MALT 出所：香港統計局
“Hong Kong External Merchandise Trade” 

(2026年3月）
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１． 香港の市場動向

③ 近年の輸入額動向（ウイスキー）

 アルコール飲料輸入額の約45％を占める蒸留酒の中、ウイスキーは2023年より2年続
けて減少し、2025年は輸入額では7億9,161万へ戻り（前年比18.46％減）、輸入
量では3,909KLへ上昇（前年比9.48％増）。

 日本産は第4位ではあるが、シンガポール・中国・イギリスとは大きな開きがある状況。

（単位：KL、1,000香港ドル）

22083000 - WHISKIES 出所：香港統計局
“Hong Kong External Merchandise Trade” 

(2026年3月）
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数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

シンガポール 845 337,781 530 286,095 895 518,646 665 379,957 565 271,678 -14.97% -28.50% 14.46% 34.32%

中国 217 30,947 716 98,702 521 155,302 652 248,173 841 245,826 28.91% -0.95% 21.51% 31.05%

イギリス 1,621 218,650 1,863 287,657 1,993 382,677 1,447 262,294 1,298 174,984 -10.34% -33.29% 33.20% 22.10%

日本 279 78,348 193 95,274 126 20,600 215 32,154 245 26,806 13.69% -16.63% 6.27% 3.39%

米国 275 41,383 317 31,775 330 27,366 148 11,087 373 26,488 153.08% 138.91% 9.55% 3.35%

アラブ

首長国連邦
19 1,147 21 1,260 77 7,658 64 964 312 7,271 385.64% 654.25% 7.99% 0.92%

スペイン 1.5 427 25 2,265 151 18,348 84 9,589 35 7,124 -58.31% -25.71% 0.90% 0.90%

フランス 81 4,148 66 3,352 50 4,155 67 3,924 87 6,230 30.08% 58.77% 2.23% 0.79%

全体 3,572 761,875 3,995 842,709 4,573 1,211,110 3,570 970,856 3,909 791,614 9.48% -18.46% 100.00% 100.00%

2021年 2022年 2023年 2024年 前年比 構成比2025年



１． 香港の市場動向

③ 近年の輸入額動向（ワイン）

 アルコール飲料輸入額の約45％を占めるワインについて、輸入額ではフランス産は４割
以上を占める。輸入量ではオーストラリア産は約３割を占め、フランス産よりが多い。

 日本産は輸入額・輸入量とも1％未満。

（単位：KL、1,000香港ドル）

2204 - WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009 出所：香港統計局
“Hong Kong External Merchandise Trade” 

(2026年3月）
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数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

フランス 9,551 4,556,550 8,065 2,880,851 6,822 2,857,622 6,182 2,605,430 5,643 2,777,898 -8.71% 6.62% 20.72% 42.53%

イギリス 1,579 1,461,935 1,014 1,259,013 900 1,253,727 874 851,060 867 828,935 -0.70% -2.60% 3.19% 12.69%

オーストラリア 9,698 1,114,770 10,224 1,020,207 10,297 1,277,498 10,472 1,045,906 7,508 679,422 -28.31% -35.04% 27.57% 10.40%

シンガポール 2,963 969,071 2,166 587,798 1,599 485,002 1,181 490,617 1,185 502,599 0.33% 2.44% 4.35% 7.69%

米国 2,951 633,800 2,750 641,755 1,936 469,710 2,153 418,477 2,017 387,727 -6.32% -7.35% 7.41% 5.94%

中国 1,441 247,715 1,010 180,272 1,309 159,346 1,147 140,634 2,378 314,393 107.36% 123.55% 8.73% 4.81%

イタリア 2,712 278,675 2,752 245,073 2,526 211,599 2,172 177,644 2,091 160,531 -3.72% -9.63% 7.68% 2.46%

マカオ 381 161,237 352 163,430 270 139,988 300 103,815 321 144,310 6.74% 39.01% 1.18% 2.21%

日本 281 54,714 150 77,046 80 59,999 72 49,329 111 52,804 54.20% 7.04% 0.41% 0.81%

全体 38,974 10,601,682 34,966 7,987,077 31,197 7,586,858 29,225 6,469,382 27,235 6,531,926 -6.81% 0.97% 100.00% 100.00%

2021年 2022年 2023年 2024年 前年比 構成比2025年



１． 香港の市場動向

③ 近年の輸入額動向（エチルアルコール・その他蒸留酒）

 茅台酒（中国貴州省産白酒）など高価蒸留酒も含むため、中国産のシェアとして、輸入
額・輸入量とも約76％。

 焼酎などの日本産については輸入額シェアで1％未満、輸入量シェアで約12％。

（単位：KL、1,000香港ドル）

22089090 - UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF LESS THAN 
80% VOL; OTHER SPIRITS AND SPIRITUOUS BEVERAGES, NESOI

出所：香港統計局
“Hong Kong External Merchandise Trade” 

(2026年3月）
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数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

中国 6,984 1,042,817 6,086 1,394,855 5,990 1,518,797 7,547 2,237,555 8,421 2,765,078 11.58% 23.58% 76.47% 75.91%

シンガポール 131 72,463 76 107,611 206 368,524 188 363,327 119 195,843 -36.81% -46.10% 1.08% 5.38%

ベトナム 36 101,381 99 149,105 198 386,891 43 117,648 76 122,576 74.16% 4.19% 0.69% 3.36%

タイ 45 86,241 47 177,893 50 168,915 43 116,956 42 96,135 -1.02% -17.80% 0.38% 2.64%

韓国 12 10,378 34 10,548 184 17,340 557 64,852 445 79,673 -20.16% 22.85% 4.04% 2.19%

イタリア 31 2,626 17 1,031 196 46,555 124 63,540 51 51,745 -59.18% -18.56% 0.46% 1.42%

南アフリカ 0 0 0.5 829 42 149,904 10 34,031 20 48,766 105.87% 43.30% 0.18% 1.34%

ウルグアイ 0 0 25 768 0 0 11 29,234 21 46,118 95.37% 57.75% 0.19% 1.27%

日本 614 19,397 695 15,714 969 65,067 1,784 25,654 1,319 22,215 -26.05% -13.41% 11.98% 0.61%

全体 8,514 1,454,485 7,661 1,945,225 8,289 2,872,576 11,088 3,498,027 11,013 3,642,730 -0.68% 4.14% 100.00% 100.00%

2021年 2022年 2023年 2024年 前年比 構成比2025年



１． 香港の市場動向

④ 香港におけるビール・ワインの価格
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クラフトビール 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別 販売店のターゲット

HEROES BEER Japanese Rice Lager 350ml 28 日本 現地系 富裕層

ABASHIRIBEER White Ale 350ml 29 日本 現地系 富裕層

KAMAKURABEER Samurai Beer - Banquet IPA 350ml 33 日本 現地系 富裕層

ISE KADOYA Kumano Kodo Beer 350ml 30 日本 現地系 富裕層

ECHIGO BEER Koshihikari Echigo Beer Can 350ml 23 日本 現地系 富裕層

ECHIGO BEER Pilsner 350ml 23 日本 現地系 富裕層

日本ワイン 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別 販売店のターゲット

HOKKAIDO WINE Otaru Campbell Early Sparkling Red 720ml 319.9 日本 日系 ローワーミドル

YOICHI WINE Niagara Sparkling Wine 720ml 339 日本 日系 ローワーミドル

KATSUNUMA BREWERY Arugano Fogo NV 750ml 233 日本 現地系 アッパーミドル

COCO FARM Noumin Dry 2021 750ml 240 日本 現地系 アッパーミドル

98WINES Nogi Muscat Bailey A 2020 750ml 458 日本 現地系 アッパーミドル

COCO FARM Toaru Series Pinot Rose 2022 750ml 420 日本 現地系 アッパーミドル

出所：ジェトロ香港事務所調べ(2025年3月）



１． 香港の市場動向

④ 香港におけるウイスキー・日本酒の価格
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ウイスキー 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別 販売店のターゲット

YAMAZAKI Single Malt Whisky 12 Years 700ml 1980 日本 現地系 富裕層

NIKKA WHISKY Miyagikyo Single Malt 700ml 598 日本 現地系 富裕層

YOICHI Single Malt Whisky 700ml 768 日本 現地系 富裕層

CHITA Single Grain Whisky 700ml 620 日本 現地系 富裕層

TAKETSURU Pure Malt 700ml 720 日本 現地系 アッパーミドル

TAKETSURU Pure Malt 21 Years 700ml 6600 日本 現地系 アッパーミドル

清酒 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別 販売店のターゲット

MIINO KOTOBUKI Autumn Jungin Porcini 720ml 199.9 日本 日系 ローワーミドル

BISHONEN Junmai Daiginjo Aotenjo 720ml 249 日本 日系 ローワーミドル

TONOIKE Bo: Tokubetsu Junmai Tamasakae Muroka Bin Hiire 720ml 279.9 日本 日系 ローワーミドル

KUBOTA Manju Junmai Daiginjo 720ml 390 日本 現地系 富裕層

SHICHIDA Omachi Junmai Ginjo 720ml 230 日本 現地系 富裕層

BORN Gold Junmai Daiginjo 720ml 220 日本 現地系 富裕層

出所：ジェトロ香港事務所調べ(2025年3月）



１． 香港の市場動向

④ 香港における焼酎・梅酒の価格

出所：ジェトロ香港事務所調べ(2025年3月）
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焼酎 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別 販売店のターゲット

IKINOKURA Ikinoshima Densho Barley Shochu 720ml 98 日本 現地系 富裕層

SENGETSU Rice Shochu 1800ml 180 日本 現地系 富裕層

TAKAMASAMUNE BAKKAI 720ml 105 日本 現地系 アッパーミドル

BENIOTOME KAPPA 9000 BOU Sweet Potato 720ml 148 日本 現地系 アッパーミドル

DAIYAME Traditional Shochu 900ml 119 日本 現地系 富裕層

NISHISHUZO Kiccho Houzan Imo Shochu 720ml 142 日本 現地系 富裕層

梅酒 販売単位
販売価格

（香港ドル）
原産国・産地 販売店の種別 販売店のターゲット

THE CHOYA Black 700ml 99.9 日本 日系 ローワーミドル

TAKARA Kishu Nanko Plum Wine 300ml 29.9 日本 日系 ローワーミドル

EIKOO Kuramoto Plum Wine 500ml 49.9 日本 日系 ローワーミドル

MEIRI Hyakunen Umeshu Pakora Ver. 500ml 266.9 日本 日系 ローワーミドル

IZUMIBASHI Yamada Juro Umeshu 500ml 155 日本 現地系 富裕層

MANZAIRAKU 5-year-aged Kaga Umeshu 720ml 420 日本 現地系 富裕層



２．現地事業者の評価、要望等

① 現地事業者等の声

事業者の要望等

・香港の清酒市場は飽和には至っておらず、発展の余地がある。しかし経済環境の
影響を受けやすいため、新商品の導入や新たな販促手法による需要喚起を行うこと
が重要である。

・伝統的な酒だけでなく、季節限定酒や微炭酸日本酒など新しいジャンルのアルコー
ル飲料を提案してほしい。

・日本を訪問した際に日本酒を購入する人が増えている。そのため、香港内での日本
酒の購入量が落ちている。

・日本酒は30-40代がターゲットとなっており、年齢の高い人の消費は少ない。特に
若者へのプロモーションが重要。

・720mlの四合瓶ではなく、300ml前後の小容量のパッケージとすることで、まだ
日本酒をあまり飲まない層にもアプローチができる。様々な日本酒を試してみたい、と
いう消費者ニーズにも合致しており、売り場では小容量のアルコール飲料の取り扱いを
拡大している。

・香港の事業者は、日本酒の品質管理に関する知識が必ずしも十分ではなく、特に
冷蔵保存が徹底されていない。日本酒を良い状態で飲んでもらう為の啓蒙活動を
絶え間なく行い、消費者の支持を失わないようにする必要がある。

※ジェトロ香港事務所で、2026年3月までに聞き取りを行ったものから抜粋
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２．現地事業者の評価、要望等

① 現地事業者等の声（続き）

香港人消費者の評価
（参考）

・日本酒はかなり広まってきており、十四代や獺祭のような有名どころ以外で自分の好
みのお酒を持っている人も増えている。

・香港消費者は、フルーティーなものを好む傾向があり、初心者にはアルコール度数が
低いものを薦めることが多い。逆に山廃のようなものは初心者には難しい印象。

・特に若い人には、伝統的なラベルよりもお洒落なものを選択する傾向がある。

・飲食店において、ボトル単位での注文はハードルが高い。グラスでの提供や、「日本
酒飲み放題」をきっかけに、自分自身の好みを知ることができ、日本の酒類への関心が
深まる。

・日本酒と料理のペアリングに関心がある。

・日本の居酒屋文化は香港でも人気がある。

・焼酎の認知度も向上しており、飲んだことがある人は増えている。

※ジェトロ香港事務所で2026年3月までに聞き取りを行ったものから抜粋
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２．現地事業者の評価、要望等

② アルコール飲料関係のイベント等 

〇 福岡県、香港で久留米市の食と観光のPR、商談も実施

https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/668aa9bedaa068e7.html

〇 ジェトロ、バイヤー招き沖縄・福岡で泡盛と焼酎の視察商談会実施

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/624c6cebf7c977d1.html

〇 日本の食と文化を一体的に発信するイベント開催、阿波踊りも披露

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/000920a557a35220.html

〇 アジア最大規模の食品総合見本市「HOFEX2025」開催、ジェトロがブース出展

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/05/927d0e96e7d368fe.html

〇 久留米市、香港で食と観光PR、飲食の提供や動画PRも

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/56dbdc4085b35988.html

〇 ジェトロ、ショッピングモールで日本酒PRイベント開催、約3,500人が来場

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/0358b151809823c8.html

〇 ジェトロが「香港インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・フェア2024」で展示

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/11/8c3c15fbc3129dd7.html

〇 アルコール度数30％超の酒類、1本当たりの輸入価格が200香港ドルを超える部分の関税引き下げ

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/02e0ce3888f75e13.html

〇 香港で日本酒講座、映画に合わせて魅力アピール

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/1ed9a70f08ec6f1c.html

※ 農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム（香港）のカントリーレポート・ビジネス短信から抜粋 14
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２．現地事業者の評価、要望等

② アルコール飲料関係のイベント等（続き） 

〇 香港で日本酒試飲会、ライブで若者にアピール

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/1e8b8a7cda62d9b1.html

〇 ジェトロ、自宅で楽しむ日本酒をテーマに試飲会を開催

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/ae5d1535ebc3f671.html

〇 香港の国際厨芸学院、日本酒のペアリングに係る特別講義開催

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/798fc4f5beffba7b.html

〇 本格焼酎＆泡盛の日に香港で焼酎・泡盛フェスティバルを開催

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/11/09ce40885e88509f.html

〇 福岡県、香港でオンライン酒蔵ツアーを実施

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/12/73e896be71f6bd8c.html

〇 九州と沖縄の焼酎・泡盛、香港のバーテンダーらをターゲットにPR

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/9f8a7dba3c2e4da9.html

〇 香港で佐賀県産日本酒のポップアップストアを開設

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/52f568133835844c.html

〇 アジア最大級の日本酒コンクール、第1回「Oriental Sake Awards」開催

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/09/180a0f38d07cea81.html

〇 海外流通実態調査（JFOODO）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfoodo/pdf/archive/distribution/report_hk.pdf

※ 農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム（香港）のカントリーレポート・ビジネス短信から抜粋 15
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

① 品目の定義

今回定義するアルコール飲料のHSコード

2203 ：ビール
2204：ぶどう酒（強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。）

およびぶどう搾汁（第20.09項のものを除く）
2205：ベルモットその他のぶどう酒（生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により

香味を付けたものに限る）
2206：その他の発酵酒（例えば、りんご酒、なし酒およびミードおよび清酒）ならびに発酵酒とアル

コールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物（他の項に該当するものを除く)
2208：エチルアルコール（変性させていないものでアルコール分が80％未満のものに限る）および蒸

留酒、リキュールその他のアルコール飲料

② 輸入規制

1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等）

アルコール飲料について日本から輸入が禁止されている品目はありません。また、アルコール飲料に特化した放射性物
質規制もありません。
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

② 輸入規制（続き）

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等（輸出者側で必要な手続き）

アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。
詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。
（酒類の免許）（酒類卸売業免許の申請等の手引 ）

「（ⅰ）ワインおよび（ⅱ）アルコール度数30％以下の酒類」（日本酒を含む）の輸入については、物品税は免税
扱いで、輸入に際し、商品の輸入・保管・移動のためのライセンスや許可取得の必要はありません。貨物のスムーズな
通関のために、輸出者は、インボイスに酒類のタイプとアルコール度数を明記する必要があります。

「アルコール度数30％を超える酒類（ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウオッカなど）」を含む物品税課税品目を輸
入する者は、輸入ライセンスの取得が必要です。
また、同酒類を含む物品税課税品目の保管を行う場所を設けるにあたり、倉庫ライセンス（Warehouse 
License）の取得が必要となります。

輸出入に伴い必要とされるライセンスおよび倉庫ライセンスは香港税関に申請します。申請者が法人の場合、法人の
責任者は香港居住者（IDカード保有者）が推奨され、また商業登記証や賃貸契約書などの提示も求められます。

3. 動植物検疫の有無

なし

４．その他の関連リンク

ジェトロ「日本酒輸出ハンドブック（香港編）」
国税庁「香港の酒類の輸入等に係る規制等の情報」 17
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制
1.食品規格

アルコール飲料に特化した食品規格はありません。

なお、「課税商品条例第109条」（Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance）Section 53では次のよう
に定義されています。また、アルコール度数は、20℃で計測されます。
※各項目の括弧内は、英語・中国語の順で記載しています。

酒類（Liquor、酒類／
Lalcoholic liquor、飲用酒
類／Lspirituous liquor、
烈酒／spirit、酒精）

・エチルアルコール含有量（体積）が 1.2％を上回るすべての液体を指す。
・ただし、変性アルコールおよび商品の成分として含まれている液体のうち純粋なエチルアル
コールまたはアルコール飲料に変換できない（変換が経済的ではない）ものは含まない。

人用酒類（intoxicating 
liquors、令人醺醉的酒類）

スピリット、リキュール、ワイン、ビール、その他飲料として使用されることを目的としたすべての
酒類を含む。

工業用酒類（industrial 
type liquor、工業用酒）

飲料として使用されることを目的としていない酒類を指す。

ビール（beer、啤酒） エール、ポーター、スタウト、スプルースビール、ブラックビール、その他あらゆる種類のビールを
含み、ビールまたはビール代替として製造・販売されるあらゆる酒類を含む。

リンゴ酒（cider、蘋果酒） リンゴ果汁を発酵させて得られる人用酒類を意味する。
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制

1.食品規格（続き）

不純酒（adulterated 
liquor、攙雜酒）

・不純物が健康に害を及ぼすか否かにかかわらず、物質と混合・着色された次のいずれかの酒
類。酒類の体積と量を増加させる
品質を損なう
劣った品質を隠蔽する

・ラベル表示された性質・品質ではない酒類で、次のいずれかは含まない。
20℃の温度でエチルアルコール40％以下にならないよう水を混合したウイスキー
20℃の温度でエチルアルコール37.5％以下にならないよう水を混合したジン、ラム、ウオッカ
20℃の温度でエチルアルコール36％以下にならないよう水を混合したブランデー
関長の見解で非常に古いリキュールブランデーだとされたもの
店舗内で消費する酒類の販売・提供が許可された店舗において、購入者が注文してその場

で消費される酒類
自家消費用の飲用酒類
ビールの醸造免許を持つ者がその製造過程で水を混ぜたビール

梨酒（perry、梨酒） 梨果汁を発酵させて得られる人用酒類を意味する。

ワイン（wine、葡萄
酒）

スピリッツで強化されているか香料で風味付けされているかにかかわらず、20℃の温度で計測し
たアルコール度数が30％以下の酒類で、生鮮のブドウまたはそのマスト（果醪）の発酵から得
られる酒類を意味する。

スパークリングワイン
（sparkling wine、有
氣葡萄酒）

飲料を入れた容器を開けると二酸化炭素を放出し、開封前は20℃の温度で300kPa以上の
過圧があるワインを意味する。

ノンスパークリングワイン
（still wine、無氣葡萄
酒）

スパークリングワイン以外のワインを意味する。
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制

2.残留農薬および動物用医薬品

香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。 「食品中の残留農薬規則」
（Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation）Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組
み合わせごとに定められている最大残留基準値あるいは外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えて
いる場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げら
れています。（Cap. 132CM Pesticide Residues in Food Regulation (elegislation.gov.hk)）（ジェトロ
仮訳）

3.重金属および汚染物質

【重金属規制】

2019年11月から施行された「2018年食品混入不純物（金属汚染物質含有量）（改正）規則」
（Cap.132V Food Adulteration （Metallic Contamination）（Amendment）Regulations 2018）
では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食
品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
（s220182223113 (gld.gov.hk)）（ジェトロ仮訳）

なお、規制対象である「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「2018年食品混入不
純物（金属汚染物質含有量）（改正）規則」の付表第2部（Part 2 Maximum Level of Metal in 
Food）にリスト化されています。
（Metal guidelines-eng.pdf (cfs.gov.hk)）（ジェトロ仮訳）

複数の原料から構成される「複合食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、
改正規則3（4）に規定されたとおり、「複合食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、「（当該）複
合食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量に、この複合食品に含まれる各原料の割合、
重量比を乗じた値の合算」となります。 20
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制（続き）
3.重金属および汚染物質

【重金属規制】（続き）

加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品
はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することが禁止されています。

アルコール飲料における「特定金属」の含有上限量は、ミネラルウオーター、果実、炭酸飲料、ワインといった、各製品の
原材料構成によって異なるため、関連リンクなどを参考に確認してください。
（香港食品安全センター「2018年食品混入不純物（金属汚染物質含有量）（改正）規則ガイドライン）（ジェトロ仮
訳）
（香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質（改正）規則ガイドライン」）（ジェトロ仮訳）

【有害物質】

有害物質に関しては「食品有害物質規則」（Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations）の
Schedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれ
ている場合、該当する食品の輸入・販売などが禁止されています。
（Cap. 132AF Harmful Substances in Food Regulations (elegislation.gov.hk)）（ジェトロ仮訳）

2021年7月14日には、「2021年食品有害物質（改正）規則（Harmful Substances in Food 
（Amendment） Regulation 2021）が可決されました。上記規則により、一部成分の許容基準値が改正また
は新設となり、2023年6月1日から施行されます。
（s22021252386 (legco.gov.hk)）（ジェトロ仮訳）

さらに、水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は
2023年12月1日から施行されます。関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。
（香港の食品安全規則、立法会で改正(香港) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ 
(jetro.go.jp)）
（香港：農林水産省 (maff.go.jp)）
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制（続き）

4. 食品添加物

香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
（香港における食品添加物の規制状況（2014年3月） | 調査レポート - 国・地域別に見る - ジェトロ 
(jetro.go.jp) ）

着色料に関しては「食品着色料規則」（Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations）Schedule 1
に挙げられている着色料を使用することができます。ベニバナ色素、ベニコウジ色素については使用が認められていないた
め、輸出食品について使用の有無を確認する必要があります。ビートレッドやクチナシ色素（赤、青、緑、黄）など、天
然植物由来色素は認可されています。ほかに使用が認められている着色料については、関連リンクのその他参考情報
の「許可された着色料：天然色素」を参照してください。
（ Cap. 132H Colouring Matter in Food Regulations (elegislation.gov.hk) ）（ジェトロ仮訳）
（即食食品微生物含量指引 (cfs.gov.hk)）

甘味料に関しては「食品甘味料規則」（Cap.132U Sweeteners in Food Regulations）Scheduleに挙げら
れている甘味料を使用することができます。なお、ソルビトールは甘味料の定義には含まれませんが、食品安全センター
の「よくある質問：食品添加物・汚染物質」によると、適正製造規範（GMP）基準での使用が認められています
（Cap. 132U Sweeteners in Food Regulations (elegislation.gov.hk)） （ジェトロ仮訳）

食品保存料に関しては「食物中の保存料規則」（Cap.132BD Preservatives in Food Regulation）の
Schedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。
（ Cap. 132BD Preservatives in Food Regulation (elegislation.gov.hk) ） （ジェトロ仮訳）

それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条
例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制（続き）

5.食品包装（食品容器の品質または基準）

なし

6.ラベル表示

アルコール飲料のラベル表示は、「応課税品規則」〔Cap. 109A Dutiable Commodities Regulations〕で規制
されており、香港への輸入前に、アルコール度数またはアルコール度数の範囲が印刷されたラベルを貼付する必要があり
ます。ラベル貼付については次の点に留意してください。

・必要な情報が、英字、漢字、アラビア数字、記号「％」や、それらの任意の組み合わせで読みやすく印刷されたもので
あること
・コンテナ（容器）にしっかりと取り付けられているか、コンテナの一部であること
・はっきり見えるように配置されていること

また、アルコール飲料を含む食品のラベル表示は、「食品および薬品（成分組成および表示）規則」〔Cap.132W 
Food And Drugs （Composition And Labelling） Regulations〕で定められていますが、アルコール度数
10％以上の飲料では、すべての表示義務が免除となっています。アルコール度数1.2％超10％未満の飲料では、賞
味期限（消費期限）以外の表示は免除となっています。

ただし、パッケージに原材料の記載をする場合は、アルコールの度数にかかわらず、該当内容を英語または中国語、ある
いは英語と中国語に翻訳し、パッケージに直接印字あるいはラベルを貼付する必要があります。また、免除にかかわらず
表示する場合、留意事項があります。関連リンクの「日本酒の表示ラベル規則（香港）― 一部免除可能な表示内
容―」を参照してください。
（ジェトロ「日本酒の表示ラベル規則（香港）―部免除可能な表示内容―」）
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

③ 香港の食品関連の規制（続き）

7.その他

食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、「食物安
全条例」（Cap.612 Food Safety Ordinance）では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、
香港食物環境衛生署（FEHD）への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー（屋台）のライ
センスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。
（Cap. 612 Food Safety Ordinance (elegislation.gov.hk)）
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

④ 輸入手続き

1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等（輸入者側で必要な手続き）

「（ⅰ）ワインおよび（ⅱ）アルコール度数30％以下の酒類」（日本酒を含む）の輸入については、物品税は免税
扱いで、輸入に際し、商品の輸入・保管・移動のためのライセンスや許可取得の必要はありません。

「アルコール度数30％を超える酒類（ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウオッカなど）」を含む物品税課税品目を輸
出する者は、輸入ライセンスの取得が必要です。
また、同酒類を含む物品税課税品目の保管を行う場所を設けるにあたっても倉庫ライセンス（Warehouse 
License）の取得が必要となります。

輸入ライセンスおよび倉庫ライセンスは香港税関に申請します。申請者が法人の場合、法人の責任者は香港居住者
（IDカード保有者）が推奨され、商業登記証や賃貸契約書などの提示も求められます。商品登録は必要ありません。

2.輸入通関手続き（通関に必要な書類）

輸入ライセンスの取得後、同酒類の輸入の度に、税関に保税倉庫からの移動許可（Removal Permit）を申請し、
通常の輸入通関手続きを行います。

輸入（船積、空港貨物）商品にはすべて輸入陳述書（Import Statement）を添付します。輸入するアルコール
飲料のアルコール度数が「課税商品条例第109条」（Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance）の対象
となる場合には、輸入陳述書のフォーマットに従って、該当する製品カテゴリー（Description of Goods）と数量
（Quantity）を記載する必要があります。 輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添
付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」（Cap.109 Dutiable 
Commodities Ordinance）によって義務付けられています。
（ Cap. 109 Dutiable Commodities Ordinance (elegislation.gov.hk) ）
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

④ 輸入手続き（続き）

2.輸入通関手続き（通関に必要な書類）（続き）

通関に伴う提出書類は次のとおりです。

・輸入陳述書（Import Statement）
・積荷目録（マニフェスト）
・エアウェイビル（航空貨物運送状）、オーシャンB/L（船荷証券）、またはほかの同様の書類
・インボイスおよびパッキングリスト
・引渡し指図書（リリースレター）または貨物保管通知
・輸出元国の発行機関が発行する衛生証明書（アルコール飲料の場合は、特定の輸出証明書の提出義務はなく推
奨対象）

課税商品に関する申請方法は、関連リンクの「その他参考情報」から詳細を確認することができます。
（課税商品のユーザーガイドブック（User Guidebook for Dutiable Commodities））

3.輸入時の検査・検疫

香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」（Cap.132 Section59 The Public Health And 
Municipal Services Ordinance）に基づき、香港食物環境衛生署（FEHD）が輸入食品を検査する権限を有
しています。輸入時における通関では、積荷目録（マニフェスト）等の書類の検査、および必要に応じて、当該食品の
加工の種類によってはサンプル検査を受けなければなりません。サンプル検査に関しては食品監視プログラム（Food 
Surveillance Programme）を参照してください。
（ Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132) 
(Highlights) (cfs.gov.hk) ）
（ Food Surveillance Programme (cfs.gov.hk) ）
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2022年7月時点）

④ 輸入手続き（続き）

4.販売許可手続き

アルコール飲料の販売については、販売された場所で消費しない場合には規制はありません。
ただし、アルコール飲料を販売し、かつその場で消費する場合（飲食業の店舗内で酒類を提供する場合）は、酒類
免許委員会（Liquor Licensing Board）が発行するLiquor License（一般的なレストラン、ファストフード店の
場合）、またはClub Liquor License（バーやクラブの場合）の取得が必要となります。

特別行政区長官から任命された酒類免許委員会（Liquor Licensing Board）がライセンスの発給を行い、香港
食物環境衛生署（FEHD）がライセンスの管理を行っています。
また、「食品業規定」により、レストランや店舗の営業にはそれぞれの食品事業ライセンスの取得が必要です。
（ Guide on Types of Licences Required (fehd.gov.hk) ）
（ Guide to Application for Licences (fehd.gov.hk) ）

アルコール飲料の販売に関する外資参入規制は設けられていません。

５.その他

【アルコール飲料販売方法に関する規制について】

アルコール飲料を販売する場合、実店舗販売またはオンライン販売かにかかわらず、次の2点が義務付けられています。
・所定の通知掲示（中国語および英語の両方で、読みやすい文字で表示する）
・申告年齢確認（購入者の年齢申告を受け、その申告に合理性があることを確認する）

また、自動販売機では年齢確認が困難であることから、アルコール飲料（アルコール度数が1.2％を超えるすべての飲
料）の販売は禁止されています。
（業務上未成年者への酒類の販売および提供の禁止に関する一般的なガイドライン）
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④ 輸入手続き（続き）

５.その他（続き）

【アルコール飲料の広告・宣伝について】

アルコール飲料の広告や宣伝について、法令上明確な定めはありませんが、香港通訊事務管理局による「テレビ広告
基準に関する一般的な行動規範」の第6章でアルコール飲料について言及されており、次の条件を満たす必要がありま
す。

・視聴者は成人のみを対象とすべきであり、子供や青少年を広告中に起用してはならない
・18歳未満の未成年を対象とする番組とその周辺で広告を表示してはならない
・午後4時から午後8時30分までの間は域内の無料チャンネルで広告を放送してはならない
・飲酒を試してみる価値のある経験として表現したり、人気や成功に必要不可欠であるものとして描写したりしてはなら
ない
・コンテストの賞品や贈り物としてアルコール飲料を提供してはならない
・社会的地位の維持やストレス解消のために飲酒が不可欠であるような描写をしてはならない
・アルコール製品が、ノンアルコール製品と誤認させるような宣伝をしてはならない
・高アルコール度数や酔わせる効果のある飲料が好ましいと示唆する宣伝をしてはならない
・子供や青少年向け番組に定期的に出るアーティストやタレント、有名人を広告に起用してはならない
・注意力や集中力、冷静な判断を必要とする活動の前または最中に、アルコール飲料またはアルコール製品の摂取を
誘発する表現をしてはならない
・過度の飲酒を助長または描写してはならない（飲酒量および飲酒方法）
・アルコール飲料の誤用や乱用を助長してはならない
・飲酒がリラクゼーションの前提条件であると示唆してはならない
・アルコール製品を販売する小売店での広告は、アルコール飲料の広告基準に準拠する必要がある
・非飲酒者または 18歳未満の若者に飲酒を勧めたり、強要したりしてはならない

このほか、2010年に設立された業界団体の「香港理性飲酒促進会（FReD）」は、責任ある飲酒を促進することを
目的として「マーケティング行動規範の原則」を定めています。詳細は関連リンクを参照してください。
（マーケティング行動規範の原則） 28
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３．アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き（2024年11月時点）

⑤ 輸入関税等

1.関税
なし

2.その他の税

物品税の対象となる場合があります。

【ワインおよびアルコール度数が30％以下のもの】
（ⅰ）ワインおよび（ⅱ）アルコール度数が30％以下のものは免税です。
 
【アルコール度数が30％を超えるもの】（2024年10月16日改正）
A.アルコール度数が30%を超える酒類ボトルには、次のいずれかで課税されます。
(a) ボトル内の酒類の容量（対象容量）が1リットル以下の場合、次の税率で課税（課税品規則（Cap. 109 Dutiable 
Commodities Ordinance）第26A条に従って解釈される酒類ボトルの価値に対するパーセンテージで表示）。
・最初の200ドル：100%
・残り：10%

(b) 対象容量が1リットルを超える場合、「A = D × L」の式に従って課税。
A：納付する税額、D：次項Bに従って評価された酒類ボトルのリットル当たりの税、L：対象容量（リットル単位）

 
B. 酒類ボトルのリットル当たりの税は、次の税率で課税されます (次項Cに従って計算されたリットル当たりの酒類ボトルの価値に対する
パーセンテージで表示)。
・最初の 200 ドル：100%
・残り：10%

C. 酒類ボトルのリットル当たりの価値は、「P = V ÷ L」の式に従って計算されます。
P：酒類ボトルのリットル当たりの価値、V：課税品規則（Cap. 109 Dutiable Commodities Ordinance）第26A条に従って

解釈される酒類ボトルの価値、L：対象容量（リットル単位）
 
D. 上述A～Cの目的上、2本以上の酒類ボトルが単一の商品として包装されている場合、これらは 1 本の酒類ボトルとみなされ、ボトル
内の酒類の総量が対象量とみなされます。
 
【その他】
必要書類や資料不足の場合、12リットルに満たない酒類に対しては一律1リットル当たり160香港ドルの税率で税額を評定することができ
ると規定されています。
なお、上述A～Dの「ボトル」には樽およびその他の容器が含まれます。
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執筆：農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム 香港

本レポートに関する問い合わせ先：
日本貿易振興機構（ジェトロ）
香港事務所
電話番号：852-2526-4067
E-mail アドレス：hkgevent@jetro.go.jp

【免責条項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロでは、
できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利
益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。
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